
 
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
っ
て
、
危
険
物
の
取

扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
十
七
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

受
講
対
象
者 

 
 

危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
現
に
危
険
物
の
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
（

以
下
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
は
、
次
の
期

間
内
に
こ
の
講
習
を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

１ 

製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
（
た
だ
し
、

製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
前
二
年
以
内
に
危
険
物
取
扱

者
免
状
の
交
付
又
は
こ
の
講
習
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
講

習
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
三
年
以
内
） 

 

２ 

前
回
の
講
習
を
受
け
た
後
、
引
き
続
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
場
合
は
、
前
回
の

講
習
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
三
年
以
内 

二 

講
習
年
月
日
及
び
場
所 

 

１ 

前
期 講

習

日 

講

習

種

別 

場

所 

午

前 

午

後 

令
和
七
年
六
月
二
五
日 

 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

大
竹
市 

令
和
七
年
六
月
二
六
日 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

大
竹
市 

令
和
七
年
七
月
三
日 

そ
の
他 

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト 

福
山
市 

令
和
七
年
七
月
四
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

福
山
市 

令
和
七
年
七
月
八
日 

 

そ
の
他 

東
広
島
市 

令
和
七
年
七
月
九
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

東
広
島
市 

令
和
七
年
七
月
一
〇
日 
 

そ
の
他 

廿
日
市
市 

令
和
七
年
七
月
一
一
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

廿
日
市
市 

令
和
七
年
七
月
一
五
日 

 

そ
の
他 

呉
市 

令
和
七
年
七
月
一
六
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

呉
市 

令
和
七
年
七
月
一
八
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

三
次
市 

令
和
七
年
七
月
二
三
日 

 

そ
の
他 

三
原
市 



令
和
七
年
七
月
二
四
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

三
原
市 

令
和
七
年
七
月
二
五
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

尾
道
市 

令
和
七
年
七
月
三
〇
日 

 

そ
の
他 

広
島
市 

令
和
七
年
七
月
三
一
日 

給
油
取
扱
所 

そ
の
他 

広
島
市 

令
和
七
年
八
月
一
日 

そ
の
他 

給
油
取
扱
所 

広
島
市 

 

２ 

後
期 

 
 
 

決
定
次
第
、
県
報
に
登
載
す
る
。 

注
一 

講
習
種
別
欄
の
「
給
油
取
扱
所
」
と
は
、
給
油
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し

て
い
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
り
、
「
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
」
と
は
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

等
特
別
防
災
区
域
内
の
製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
危
険
物
取
扱
者

を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
り
、
「
そ
の
他
」
と
は
、
前
二
者
以
外
の
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し

て
い
る
危
険
物
取
扱
者
を
対
象
と
し
た
講
習
で
あ
る
。 

 
 

二 

受
講
申
請
書
を
受
理
し
た
後
、
講
習
日
時
及
び
会
場
を
指
定
し
た
受
講
票
を
本
人
宛
に
送
付
す
る
。 

 
 

三 

受
講
人
員
の
状
況
に
よ
り
、
会
場
に
よ
っ
て
は
講
習
希
望
日
を
変
更
し
、
又
は
講
習
を
取
り
や
め

る
場
合
が
あ
る
。 

三 

講
習
科
目
及
び
時
間 

 

１ 

午
前 

講

習

科

目 

講

習

時

間 

一 

規
制
の
要
点
・
過
去
３
年
間
の
法
令
改
正
事
項 

午
前
九
時
三
〇
分
～
午
前
一
〇
時
三
〇
分 

二 

危
険
物
の
火
災
予
防
に
関
す
る
事
項 

午
前
一
〇
時
三
〇
分
～
午
後
〇
時
三
〇
分 

 

２ 

午
後 

講

習

科

目 

講

習

時

間 

一 

規
制
の
要
点
・
過
去
３
年
間
の
法
令
改
正
事
項 

午
後
一
時
三
〇
分
～
午
後
二
時
三
〇
分 

二 

危
険
物
の
火
災
予
防
に
関
す
る
事
項 

午
後
二
時
三
〇
分
～
午
後
四
時
三
〇
分 

四 

受
講
手
続 

 

１ 

受
講
申
請
書
の
受
付
期
間
等 

㈠ 

前
期 

令
和
七
年
五
月
七
日
（
水
）
か
ら
令
和
七
年
五
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
午
前 

九
時
か
ら
午
後
四
時
三
〇
分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、 



土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。 

 
 
 
 

郵
送
の
場
合
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け 

る
。 

㈡ 

後
期 

決
定
次
第
、
県
報
に
登
載
す
る
。 

 

２ 

受
講
申
請
書
の
提
出
先 

 
 
 

受
講
申
請
書
の
提
出
先
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

 
 

㈠ 

各
消
防
本
部
（
署
） 

 
 

㈡ 

一
般
社
団
法
人
広
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
（
〒
七
三
二―

〇
〇
五
三 

広
島
市
東
区
若
草

町
六
番
一
五
号
） 

 
 
 
 

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
一
般
社
団
法
人
広
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
宛
と
し
、
封
筒
の

表
に
「
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
受
講
申
請
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。 

 

３ 

受
講
申
請
書
は
、
消
防
本
部
（
署
）
、
一
般
社
団
法
人
広
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
又
は
広
島

県
危
機
管
理
監
消
防
保
安
課
で
配
布
す
る
。 

五 

受
講
手
数
料 

 

１ 

受
講
手
数
料 

 
 

五
千
三
百
円 

 
 
 

な
お
、
受
講
申
請
書
受
理
後
は
、
原
則
と
し
て
、
書
類
及
び
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。 

２ 

受
講
手
数
料
の
納
付
方
法 

 
 

専
用
の
講
習
手
数
料
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
で
払
い
込
み
、
払
込
証
明
書
を
受
講
申
請
書
の
所
定

の
欄
に
貼
る
こ
と
。 

六 

講
習
当
日
の
受
付 

 
 

講
習
当
日
は
、
講
習
開
始
の
三
十
分
前
か
ら
受
付
を
開
始
す
る
。 

 
 

受
講
者
は
、
受
講
票
及
び
危
険
物
取
扱
者
免
状
を
受
付
に
提
出
す
る
こ
と
。 

七 

講
習
修
了
証
明 

 
 

講
習
修
了
の
証
明
は
、
危
険
物
取
扱
者
免
状
に
記
入
す
る
。 

 
 

な
お
、
こ
の
危
険
物
取
扱
者
免
状
は
、
講
習
終
了
後
に
返
却
す
る
。 

八 

そ
の
他 

 

１ 

講
習
の
テ
キ
ス
ト
は
、
当
日
会
場
で
配
布
す
る
。 

 

２ 

そ
の
他
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
消
防
本
部
（
署
）
、
一
般
社
団
法
人
広
島
県
危
険

物
安
全
協
会
連
合
会
（
電
話
（
〇
八
二
）
二
六
一―

八
二
五
一
）
又
は
広
島
県
危
機
管
理
監
消
防
保
安

課
（
電
話
（
〇
八
二
）
五
一
三―

二
七
九
一
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
）
に
す
る
こ
と
。 

 


